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総  会  次  第 

 

令和3年5月27日(木)  

13：30～15:00 

 

                             松山市南堀端町6-16 

                                  東京第一ホテル松山・コスモホール 

 

 

  １ 開会のことば 

 

  ２ 会長挨拶 

 

  ３ 来賓祝辞 

 

  ４ 議長選出 

 

  ５ 議案審議 

 

  第１号議案 令和２年度事業報告及び収支決算承認について 

 第２号議案 令和３年度事業計画案及び収支予算案承認について 

  第３号議案 令和３年度会費の徴収について 

 第４号議案 令和３年度役員の報酬について 

 第５号議案 役員の改選について 

その他    

 

  ６ 閉会のことば 
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第１号議案 令和２年度事業報告・収支決算について 

 

１ 事業報告 
 

①自主事業 

(1)ＪＡＳ同等材格付検査事業 

○愛媛県林材業振興会議が実施する「令和 2年度えひめ材の家づくり促進支援事業（愛媛

県産柱材プレゼント）」及び、新型コロナウイルス感染拡大への緊急対策としての愛媛

県 8月補正予算「県産ヒノキの家づくり支援事業」の認定要件として、旧ＪＡＳ法に準

じて品質評価を行うＪＡＳ同等材の格付け検査：募集件数 400件（300件+100件）に対

し、検査実績 135件 

（R1・111件、H30・101件、H29・122件） 

○公共事業に対するＪＡＳ同等材格付け検査：検査実績 26件 

（R1・10件、H30・10件、H29・12件） 

 

(2)合法木材取扱業者認定事業など 

○全国木材組合連合会の指導のもと、「違法伐採対策に関する（一社）愛媛県木材協会行

動規範」及び「合法性、持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」を制定し、現在

会員 112社が認定を受け合法木材の需要の拡大を推進している。 

全国木材組合連合会事業により、当協会員や県下市町、建築士会などへポスター及び

パンフレットを配布し普及啓発を図るとともに、「2020えひめ暮らしと住まいフェ

ア」（10月 24日（土）～25日（日））において、合法木材の普及啓発展示を実施し

た。 

○合法木材取扱業者認定事業 新規認定 3件・更新 15件（平成 23・26・29年度認定分） 

○森林認証の CoC認証定期審査等に係る支援事業（審査機関の定期審査を支援） 

コロナ禍により、令和 2年度は審査を 3年度へ延期した。 実績 0件 

（R1・21社、H30・23社、H29・22社） 

 

(3)木造住宅の建築促進事業及びＰＲ事業 

〇県産材による住宅建築を促進するため「令和 2年度えひめ材の家づくり促進支援事業」

や愛媛県 8月補正予算「県産ヒノキの家づくり支援事業」及び、「地域材利用木造住宅

利子補給制度」を積極的に活用して、県産材の製品販売を支援した。 

○愛媛県林材業振興会議及び愛媛県住宅建設振興協議会に参画し、木材供給者と住宅等の

設計・施工者との連携を図り、「2020えひめ暮らしと住まいフェア」の開催に協力支

援した。 

○例年の「えひめ・まつやま産業まつり」はコロナ禍により開催中止となった。 

 

(4)愛媛県林材業振興会議事業 

○愛媛県林材業振興会議に参画し、県民に対する木と暮らしの相談窓口の運営や木造住宅

の現地見学会等の開催を行うほか、愛媛県産材製品市場開拓協議会事業など県産材の販

路拡大事業を実施した。 

〇愛媛県産材製品市場開拓協議会事業 
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ⅰ品質・性能の確かな県産材製品（ブランド名「媛ひのき」・「媛すぎ」）の国内消費

地や海外への販路を拡大するため、県産材製品市場開拓協議会に参画し、活動を実施

した。 

ⅱ令和 2年度は、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、県外への営業活動は自粛

し、主に来県される企業（㈱竹中工務店、江間忠木材㈱、四国ホーム㈱、㈱三協）に

対して働きかけを行うとともに西垣林業㈱において県産材の展示即売会を開催するほ

か、ジャパンホームショー（東京ビッグサイト・11月 11日～13日）に出展し、建築

業関係者等に対して県産材のＰＲ・マーケティングを行った。 

〇県産材の海外輸出事業 

ⅰ国内の住宅着工量は今後、減少し、木材需要も縮小すると見込まれており、木材の利

用拡大を図るためには、販路の一つとして、海外輸出を指向することが重要。このた

め愛媛県林材業振興会議の事業に参画し、韓国、中国、台湾、ベトナムでの営業活動

を継続し、県産材と木造建築の普及に取り組んだ。 

ⅱ令和 2年度はコロナ禍のために渡航ができなかったため、韓国、ベトナム、中国、台

湾で開催された展示会に県産材のカットサンプルなどを出展し、オンラインによる対

応などを試み、普及・ＰＲを行った。 

 

(5)新たな製品開発・ＣＬＴに関する取り組み 

○ＣＬＴは新たな木材需要を切り開く建築材料として位置づけされており、平成 26年に

愛媛県ＣＬＴ普及協議会（会長菊池正）を設立し、普及と利用促進に取り組んできた。

平成 30年 3月には、㈱サイプレス・スナダヤが原木の製材からＣＬＴの加工まで一貫

して行う施設を竣工させたため、当協議会はＣＬＴの建築物等への利用促進を図るべ

く、愛媛県の委託事業などを行っている。 

当協議会の会員数は令和 3年 3月 31日時点で、65（R1・63、H30・61）。 

○愛媛県の受託事業（②(2)） 

ⅰＣＬＴ等木造建築物の設計セミナーの開催 

「3階建て木造集合住宅の設計・施工の実務」をテーマにして、防耐火性能と遮音性

能の確保について各専門分野の講師によるセミナーを 2回開催した。県内の設計士

等がそれぞれ、20人、19人出席した。 

ⅱＣＬＴ等木造建築物設計技術支援窓口の開設 

実物件に取り組む設計士に対し、ＣＬＴ利用の様々な課題への技術支援を行う窓口

を開設した。ＣＬＴ建築物の意匠性、構造耐力、接合方法、防耐火、施工方法など

について、具体的案件に関する 10件の相談があり、それぞれの専門家による指導を

受けた。 

  ⅲ普及・ＰＲ活動 

昨年度の設計演習セミナーで取り上げた南予森林組合事務所棟の建築作業を映像に

記録するとともに普及・ＰＲ冊子の発行を行った。また当普及協議会のホームペー

ジをリニュ―アルした。 

○南予森林組合事務所棟の建築工事は、ＣＬＴを含む木質資材は分離発注方式で施工され

ており、木材協会は分離発注にかかる仕様書の作成や納品検査等の指導を行った。 

 

(6)令和 2年度予算「ＪＡＳ構造材利用拡大事業」（国補・関連補正予算を含む）等 
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○普及啓発活動 

県産材の利用拡大を通じて林業・木材加工業を振興するため、当事業により、愛媛ブラ

ンド材「媛ひのき」・「媛すぎ」を核として、中大規模建築物の木造化を図る普及冊子

の作成や県産材の普及・ＰＲ事業に取り組んだ。 

ⅰ県産材のＰＲ事業は、松山空港ビル（ＣＬＴベンチ）、松山観光港ターミナル（ベン

チ）、愛媛県広報広聴課（知事会見用バックパネル）、同大阪事務所（展示用の棚

等）に普及ＰＲ用の製品を設置した。 

ⅱ中大規模建築物の木造化は、新たな木材の需要先として有望であり、当協会では平成

28年度より愛媛県建築士会や愛媛県行政等の協力を受けて、設計士がトラスの設

計・試作・性能評価などを体験する研修などを行い、本県独自のトラスの開発に取り

組んできた。昨年度は「媛トラス」と命名し、関係者へ発表を行った。 

今年度は、「媛トラス」の仕様や使用方法を解説するとともに 5年間にわたる開発

経過をまとめた普及・ＰＲ用冊子を作成した（令和 3年度に県市町・県建築士会等

へ印刷、配布する計画）。 

ⅲ県市町の営繕担当者や設計士が、中大規模建築を木造にて設計を行う際に、木質材料

のことや構法など、事前にチェックし検討しておくべき事項について網羅的にまとめ

た参考冊子を作成した（令和 3年度に県市町・県建築士会等へ印刷、配布する計

画）。 

○国補・全国木材組合連合会等が事業主体の事業の取り扱い 

ⅰＪＡＳ構造材個別実証支援事業（ＪＡＳ材の利用促進）     1件仲介 

ⅱ過剰木材材在庫利用緊急対策事業（コロナ対策の補正予算・木材利用促進） 

 4 件仲介 

ⅲ輸出原木保管等緊急対策事業（コロナ対策の補正予算・原木保管場所対策） 

 1 件仲介 

 

(7)協会独自の研修会の開催等 

○愛媛県木材協会だより No.5の発行 

協会活動の紹介や各種情報の提供を目的にして機関誌の発行を行った。 

 

 

②愛媛県の受託事業など 

(1)地域材利用木造住宅利子補給制度の現地確認検査業務 

○当制度は地域材の利用促進に大きな効果があり、県から委託を受け、令和 2年度は県の

利子補給住宅 350戸に対して、348件（R1・357、H30・341件、H29・363 件）を検査。

うち地域材 70％以上の実績は 196戸。 

《参考・令和 2年の本県の新設住宅着工戸数》前年比 4％増の 8,049戸（R1・7,756

戸、H30・7,178戸、H29・7,696戸）で、うち木造住宅は 5％減で、5,549戸（R1・

5,827戸、H30・5,145戸、H29・5,240戸）、木造率 69％（R1・75%、H30・72％、

H29・68％）。 

《参考・令和 2年の全国の新設住宅着工戸数》前年比 10％減の 815千戸（R1・905千

戸、H30・942千戸、H29・965千戸）、うち木造住宅は 10％減の 469 千戸（R1・523
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千戸、H30・539千戸、H29・545千戸）、木造率 58％（R1・58%、H30・57%、H29・

57%）。 

 

(3)木材産業担い手外国人導入促進事業の実施 

○愛媛県は令和元年度に、木材産業への外国人技能実習生の導入を支援する制度を創設し

た。木材協会が事業主体となり、会員が雇用する外国人技能実習生の渡航経費等に対す

る支援を行ってきたが、令和 2年度は、コロナ禍のため渡航が不可となり、事業中止と

なった。 

 

(4)愛媛県 8月補正予算・県産材需要拡大対策事業の実施 

○愛媛県は新型コロナ感染症拡大による木材需要の縮減対策として、緊急に 8月補正予算

を編成した。3事業の内、2事業を当協会が事業主体として、実施することとなった。 

 

ⅰ県産材建築物建設支援事業（事業期間：令和 2年 10月から令和 3年 2月） 

  木材の地場需要を緊急に喚起するため、工務店や設計事務所が行う戸建て住宅以外

の民間施設における中大規模建築の構造材、内装材、外構部材、備品類への県産材

利用や木造施設の設計を支援する事業の実施主体を務めた。 

   構造材 7社（4社）、内装材 1社、外構部材 5社、備品類 3社（2社）、設計 3

社が事業実施 

ⅱ県産材販路確保支援事業（事業期間：令和 2年 10月から令和 3年 2月） 

  大消費地へ移出する県産材シェアを維持するため、製材工場が四国外へ製品販売を

する場合に運賃の一部を補助し、県産材の販路確保を支援する事業の実施主体を務

めた。 

   16社が事業実施 

 

 

③その他受託事業 

(1)全国木材検査・研究協会受託事業  

○平成 21年のＪＡＳ法改正により、ＪＡＳ製品の生産はＪＡＳ認証工場に限定された。 

令和 3年 3月 31日現在、県下のＪＡＳ認証工場はＡタイプ１工場、Ｂタイプ 17工場

（令和 2年度に 2工場が新規認証）の合計 18工場である。 

認証工場数（重複有り）の内訳は、下記のとおり。 

構造用製材         10工場（新規認証 1工場） 

人工乾燥処理構造用製材   10工場 

機械等級区分構造用製材   6工場（新規認証 1工場） 

保存処理構造用製材     1工場 

天然乾燥処理構造用製材   1工場 

枠組壁工法構造用製材    2工場 

ⅰＪＡＳ法に基づき、認証工場の監査と 2種検査等を行い、ＪＡＳ認証工場の生産体制

の確認と格付けの検査を行い、ＪＡＳ材の適正な生産を管理した。 

ⅱ新規認証(2工場)や品目の追加認証（1工場）に取り組む 

工場に対して、ＪＡＳ制度の内容と認証取得に向けた手続き等の指導を行った。 



p. 5 

 

 

(2)全国森林組合連合会受託事業 

○「緑の雇用」新規就業者育成推進事業及び現場技能者キャリアアップ対策 

・当協会では、全国森林組合連合会が行う「緑の雇用」事業を受託し、令和 2年度は

25の受け入れ事業体で安全指導業務を実施し、60人の緑の雇用研修生に対して、現

場安全指導を行った。 

・当協会では、委嘱した安全指導員（11名）を対象に研修会を開催するほか、延べ 74

回の安全指導業務を行う等、林業の新規就労者として参入する研修生の安全衛生意識

の確保向上に努めた。 

 

(3)全国素材生産業協同組合連合会受託事業 

○現場技能者キャリアアップ林業労働安全対策のうち林業労働安全推進対策 

ⅰ平成 27 年度から全国素材生産業協同組合連合会が、労働安全衛生コンサルタントを

活用して、林業事業体の安全診断を実施しており、当協会は受託により事業を行い、

令和 2年度は、1 の事業体が安全診断を受けた。 

ⅱ当協会は、林業事業体に対して受診勧奨を行うとともに、労働安全衛生コンサルタン

トが安全診断に赴く際に同行し、事業体の特性に応じて、安全診断をサポートし、安

全意識の向上に努めた。 

 

(4)林業改善資金等の融資・助成制度 

○愛媛県木材製材協同組合と提携して、経営上有利な融資制度の活用を普及した。令和 2

年度から、林業改善資金は民間金融機関が転貸する制度へ変更になり、当協会は令和元

年度までに融資した資金の償還金のみの取り扱いとなった。 

ⅰ林業改善資金 0 件 

（R1・2件 112,500千円、H30・1件 8,500千円、H29・2件 24,800千円） 

ⅱ木材産業体質強化対策事業（高次加工施設資金利子助成） 0件 

（R1・0件、H30・0件、H29・0件） 

ⅲリース助成事業（リース料に助成） 0件 （R1・0件、H30・0件、H29・1件） 

ⅳ木材産業高度化推進事業(素材引取短期資金貸付枠) 0件 

（R1・0件、H30・0件、H29・1件） 

 

(5)事務受託事業 

○愛媛県木材製材協同組合、林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部、愛媛県ＣＬ

Ｔ普及協議会及び愛媛県林材業振興会議から事務を受託した。 

 

 

④その他特記事項 

(1)令和 2年度愛媛県林業功労知事表彰 

○（一社）愛媛県木材協会・第 20回理事会において、露口 伸氏が表彰された。 

 

(2)第 55回全国木材産業振興大会 

〇鹿児島市で開催計画の当大会は、コロナ禍のため開催中止となった。 
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○本県の實田貴史氏は林野庁長官感謝状、長田昇二氏は全木連会長表彰を受賞し、当大会

において授与される予定であったが、当協会第 9回総会において授与することとなっ

た。 

 

(3)執行役員会の開催 

○令和 2年度は 3回の執行役員会を開催し、下記項目について協議した。 

ⅰ執行役員会の設置と目的 

設 置 平成 27年第 3回通常総会において決定（執行役員数 12名） 

目 的 理事会に執行役員会を置き、木材協会の業務執行等に関する種々の事項

の検討と緊急を要する事項等の決定を行うこと。 

ⅱ開催日  第 1回令和 2年 5月 12日（火） 11名執行役員・顧問出席 

      第 2回令和 2年 8月 19日（水） 12名執行役員・顧問出席 

      第 3回令和 3年 3月 9日（火）   10名執行役員・顧問出席 

ⅲ主な検討事項 

①第 19回理事会の書面決議の内容と第 8回通常総会の開催方法について（第 1回） 

②新型コロナ感染症の影響と対策について（第 1回） 

③新型コロナ感染症の影響に対する県への陳情（7月 17日実施）について 

（第 2回） 

④コロナ対策の愛媛県 8月補正予算の事業内容と事業の実施方法について（第 2回） 

⑤建築基準法が定める木材の取り扱いに関すること（第 2回、第 3回） 

⑥第 21回理事会と第 9回総会の日程及び役員の改選手順について（第 3回） 

⑦中大規模建築の木造化に向けた県産材活用冊子の作成について（第 3回） 

⑧愛媛県 8月補正予算の事業等の結果について（第 3回） 

 

 

２ 役職員及び会員数 

区  分 
役        員 

会員数 
常勤理事 非常勤理事 監 事 顧 問 

令和元年度末 1 32 3 1 140 

就任又は入会 0 0 0 0 2 

退職又は退会 0 0 0 0 0 

令和2年度末 1 32 3 1 142 

令和 3年 3月 31日現在 
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３  行事一覧（令和 2 年 4 月～令和 3年 3月） 

番

号 
月 日 場 所 内        容 出席者 

1 4 月 8 日 松山市 愛媛県木材協会等の令和 2 年度会計監査 瀬村監事他 

2 4 月 14 日 松山市 愛媛木材青年協議会・新役員あいさつ 三好専務 

3 4 月 22 日 松山市 愛媛県木材協会・第 19 回理事会・開催中止 書面決議  

4 4 月 24 日 松山市 愛媛県森林局木材事業担当者会・開催中止 資料提供 

5 5 月 12 日 松山市 愛媛県木材協会・第 1 回執行役員会 菊池会長他 

6 5 月 12 日 松山市 愛媛県産材製品市場開拓協議会・第 1 回役員会 三好専務 

7 5 月 14～15 日 東京都 全木連・全木協連等総会・書面決議  

8 5 月 15 日 松山市 愛媛県木材市場連盟総会・書面決議  

9 5 月 29 日 松山市 愛媛県木材協会・第 8 回通常総会・書面決議  

10 5 月 29 日 松山市 愛媛県森林局との意見交換（県森連、各森林組合長） 三好専務 

11 5 月 29 日 松山市 愛媛県産材製品市場開拓協議会総会・書面決議  

12 6 月 2 日 松山市 愛媛県 CLT 普及協議会・監査 二宮監事他 

13 6 月 22 日 松山市 愛媛県 CLT 普及協議会総会・書面決議  

14 7 月 3 日 松山市 愛媛県林材業振興会議通常委員会 菊池会長他 

15 7 月 6 日 松山市 愛媛県馬越農林水産部長と意見交換 菊池会長他 

16 7 月 7 日 松山市 愛媛県スマート林業推進委員会・第 1 回 亀田課長 

17 7 月 15 日 松山市 愛媛県河野副知事・退任あいさつ 三好専務 

18 7 月 17 日 松山市 愛媛県へ新型コロナ感染症の拡大対策を陳情 菊池会長・三好専務 

19 7 月 22 日～8 月 12 日 松山市 林業会館の漏水による協会事務所の改修  

20 7 月 28 日 松山市 四国四県木材団体長等会議 菊池会長・三好専務 

21 8 月 5 日 松山市 愛媛県林業普及指導員・全体研修会 三好専務 

22 8 月 7 日 松山市 愛媛県産材製品市場開拓協議会・第 1 回営業会議 三好専務 

23 8 月 17 日 松山市 愛媛県田中副知事・新任あいさつ 三好専務他 

24 8 月 19 日 松山市 愛媛県木材協会・第 2 回執行役員会 菊池会長他 

25 9 月 29 日 松山市 8 月補正予算県産材販路確保支援事業・説明会 菊池会長・三好専務 

26 10 月 7 日 松山市 愛媛県庁へ木製バックパネルの搬入 三好専務 

27 10 月 24 日、25 日 松山市 2020 えひめ暮らしと住まいのフェア 亀田課長他 

28 10 月 27 日、28 日 徳島県 ＪＡＳ審査員・検査員研修 三好専務 

29 11 月 4 日 松山市 愛媛県市場連盟・臨時総会 三好専務 

30 11 月 4 日 松山市 松山空港ビルの木製展示物撤去 余吾課長 

31 11 月 6 日 松山市 愛媛県木材協会・第 20 回理事会 理事・監事 

32 11 月 9 日 松山市 愛媛県 CLT 普及協議会・第 1回セミナー 余吾課長 

33 11 月 12 日 鹿児島市 第 55 回全国木材産業振興大会・開催中止  

34 11 月 18 日 東京都 全木連・全木協連等臨時総会・書面決議  

35 11 月 30 日 松山市 CLT 設計演習セミナー・2 回目 三好専務他 
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番

号 
月 日 場 所 内        容 出席者 

36 11 月 松山市 えひめ・まつやま産業まつり・開催中止  

37 12 月 3、4 日 香川県 全木連四国支部事務局担当者会議 三好専務 

38 12 月 12 日 松山市 愛媛県 CLT 普及協議会・第 2回セミナー 余吾課長 

39 12 月 25 日 松山市 愛媛県森林林業振興プランの説明 三好専務 

40 1 月 4 日 松山市 年賀交歓会・開催中止  

41 1 月 6 日 松山市 松山観光港ターミナルへ木製展示物搬入 三好専務・余吾課長 

42 1 月 15 日 鬼北町 南予森林組合・CLT 事務所棟の構造見学会 三好専務 

43 1 月 25 日 松山市 奈良の木利用推進協議会・WEB 会議 三好専務 

44 1 月 28 日 松山市 松山空港ビルへ木製展示物搬入 余吾課長 

45 2 月 18 日 松山市 愛媛県スマート林業推進委員会・第 2 回 余吾課長 

46 3 月 9 日 松山市 愛媛県木材協会・第 3 回執行役員会 菊池会長他 

47 3 月 9 日 松山市 愛媛県産材製品市場開拓協議会・第 2 回役員会 三好専務 

48 3 月 22 日 松山市 愛媛県林業労働力育成会議 三好専務 

49 3 月 24 日 松山市 愛媛県産材製品市場開拓協議会・第 1 回 三好専務 

50 3 月 18 日 東京都 全木連・全木協連等理事会・書面決議  

51 3 月 30 日 宇和島市 愛媛県市場連盟・臨時総会  
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財産目録 

令和 3 年 3 月 31 日現在 

（単位：円）  

科目 事項 前年度末 R2年度末 

１．資産の部 

【流動資産】 24,864,981 30,960,334 

現金   7,489 108,033 

預金   17,107,861 24,599,461 

  当座預金 伊予銀行本町支店 2004501 3,324,727 4,606,682 

  普通預金 伊予銀行本町支店 3590482 7,760,060 13,135,082 

  普通預金 愛媛銀行本店 7317304 623,068 1,457,689 

  普通預金 伊予銀行本町支店 3635352 400,006 400,008 

  定期預金 愛媛銀行本店 5,000,000 5,000,000 

前払金 車両点検パック・4月分家賃 281,062 307,862 

立替金 愛媛県 CLT普及協議会事業費 716,878 1,883,568 

未収金 ３月請求検査料・事務受託金 6,751,691 4,061,410 

【固定資産】 5,305,678 4,675,432 

建物付属設備 事務所改装費 2,175,291 1,885,978 

什器備品 
応接セット・書庫・ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・展示用構造

躯体（H27年 H30年度事業分） 
2,710,013 2,146,414 

車両 ﾌｨｯﾄ愛媛 538ね 1008（H27年 6月購入） 309,314 154,193 

一括償却資産 ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ 4台   377,787 

預託金 車両購入に伴う 10,460 10,460 

電話加入権 089（948）8973・089（924）3654 100,600 100,600 

資産合計 30,170,659 35,635,766 

２．負債の部 

【流動負債】 3,898,847 4,180,338 

未払金 3月分給与他管理諸費 3,144,604 3,332,523 

預り金 給与、謝金源泉所得税・住民税  90,043 149,915 

未払消費税 R２年度事業分 664,200 697,900 

負債合計 3,898,847 4,180,338 

正味資産 26,271,812 31,455,428 
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貸借対照表 

令和 3年 3月 31日現在 

   （単位：円） 

借方 貸方 

科目 金額 科目 金額 

Ⅰ資産の部 Ⅱ負債の部   

【流動資産】 【流動負債】 

現金 108,033 未払金 3,332,523 

当座預金 4,606,682 預り金 149,915 

普通預金 14,992,779 仮受金 0 

定期預金 5,000,000 未払消費税等 697,900 

前払金 307,862     

未収金 4,061,410     

仮払金 0     

立替金 1,883,568     

【流動資産計】 30,960,334 【流動負債計】 4,180,338 

    Ⅲ正味財産の部 

【固定資産】 【指定正味財産】 

(1）基本資産 寄付金など 0 

土地・有価証券など 0     

（2）特定資産 【一般正味財産】 

新規事業積立金など 0     

（3）その他固定資産 一般正味財産期首残高 26,076,612 

建物付属設備 1,885,978     

什器備品 2,146,414     

車両 154,193     

預託金 10,460     

電話加入権 100,600 当期増減益 5,378,816 

一括償却資産 377,787     

【固定資産計】 4,675,432 【一般正味財産計】 31,455,428 

資産合計 35,635,766 負債及び正味財産計 35,635,766 
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正味財産増減計算書 

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで 

（単位:円） 

科        目 予算額 R2年度末 差引 摘要 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

  １．経常増減の部         

    (1) 経常収益         

事業収益 4,000,000 5,589,925 1,589,925   

検査事業収益 3,600,000 5,337,200 1,737,200 
柱材ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 135 件 

公共事業 26件 

認定事業収益 200,000 252,725 52,725 
合法木材認定事業更新 15件 

新規認定 3 件、全木連事業費 

事務手数料収益 200,000 0 △ 200,000 外国人導入促進事業手数料 

受取補助金等 1,400,000 3,500,400 2,100,400   

県受託事業収益 1,400,000 1,395,300 △ 4,700 地域材利用木造住宅 348 件 

〃（8月補正予算事業） 0 2,105,100 2,105,100 
8 月補正予算事業取扱手数料、 

事業所負担金 

受託事業 19,750,000 18,387,758 △ 1,362,242   

全木検受託事業収益 4,200,000 3,463,141 △ 736,859 
JAS認定工場 1種 2 種検査 

監査・新規認定手数料 

全森連受託事業収益 3,000,000 3,243,245 243,245 緑の雇用安全指導 

林材業受託事業収益 2,000,000 2,276,000 276,000 
柱材ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ事業検査手数料 

木の相談室 

木製協受託事業収益 50,000 50,000 0 事務委託費（人件費） 

林災防受託事業収益 8,000,000 7,760,000 △ 240,000 
事務委託費 \6,760,000 

ﾊﾟｿｺﾝ賃貸料￥100,000×12 ｹ月 

愛媛県 CLT受託事業収益 2,000,000 1,595,372 △ 404,628 事務委託費 

森林認証事業収益 500,000 0 △ 500,000 審査手数料 

国助成金事業 5,000,000 12,330,000 7,330,000 (R 元年度補正予算） 

会費収入 5,520,000 5,880,000 360,000   

受取会費 5,520,000 5,680,000 160,000 １４２件分 

 

入会２件 受取入会金 0 200,000 200,000 

雑収益   11,000 155,032 144,032   

受取利息 1,000 557 △ 443   

雑収入 10,000 154,475 144,475   

        経常収益計 35,681,000 45,843,115 10,162,115 次頁へ続く 
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正味財産増減計算書 

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで 
      （単位:円） 

科        目 予算額 R2年度末 差引 摘要 

    (2) 経常費用         

事業費 4,450,000 5,116,721 666,721   

検査事業費 150,000 102,120 △ 47,880 検査旅費他 

認定事業費 50,000 0 △ 50,000 普及啓発旅費 

木造住宅 PR事業費 150,000 160,500 10,500 ﾎﾟｽﾀｰ・新聞広告など 

県産材市場開拓協議会費 20,000 10,000 △ 10,000 旅費・会議費など 

調査事業費 0 0 0 「協会便り」発行 

県受託事業費 180,000 174,527 △ 5,473 検査旅費 

県受託事業費 

（8 月補正予算分） 
0 53,690 53,690   

全木検受託事業費 200,000 112,590 △ 87,410 検査旅費・検査員研修他 

全森連受託事業費 1,400,000 1,678,696 278,696 安全指導員旅費・謝金 

林材業振興会議費 2,300,000 2,824,598 524,598 事業分担金 

森林認証事業費 0 0 0 現地審査旅費 

国助成金事業 1,500,000 7,092,710 5,592,710 （R元年度補正予算） 

管理費 29,731,000 30,254,868 523,868   

役職員給与 17,120,000 18,044,310 924,310   

福利厚生費 3,300,000 3,408,382 108,382   

会議費 800,000 243,980 △ 556,020 理事会 1回・執行役員会 2 回 

旅費交通費 700,000 293,920 △ 406,080 全木連他会議出席 

通信運搬費 500,000 279,237 △ 220,763 電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾒｰﾙ便・切手代 

減価償却費 1,283,000 1,526,926 243,926 
内装工事・車・国助成金事業展

示品 

団体負担金 1,200,000 1,001,500 △ 198,500 全木連他各種団体会費 

消耗品費 500,000 371,868 △ 128,132 ｺﾋﾟｰ機消耗品・文具 

燃料費 120,000 112,295 △ 7,705 ｶﾞｿﾘﾝ代 

賃借料 2,200,000 2,426,712 226,712 家賃・ｺﾋﾟｰ機・PC ﾘｰｽ料 

修繕費 50,000 80,450 30,450   

交際費 50,000 76,320 26,320 会員慶弔費・災害見舞 

租税公課 1,000,000 1,401,733 401,733 収入印紙・預金利息・消費税等 

支払保険料 120,000 161,600 41,600 車両保険・空港設備 PL 保険 

雑費 106,600 110,027 3,427 車点検ﾊﾟｯｸ・新聞代等 

支払手数料 600,000 634,208 34,208 税理士・振込手数料等 

法人税等 81,400 81,400 0   

        経常費用計 35,681,000 42,464,299 6,783,299   
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正味財産増減計算書 

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで 

     
  

（単位:円） 

科        目 予算額 R2年度末  差引 摘要 

持続化給付金 0 2,000,000 2,000,000   

評価損益等調整前当期経常増減額 0 5,378,816 5,378,816   

評価損益等計 0 0 0   

当期経常増減額 0 5,378,816 5,378,816   

  ２．経常外増減の部         

    (1) 経常外収益         

        経常外収益計 0 0     

    (2) 経常外費用         

        経常外費用計 0 0     

当期経常外増減額 0 0     

当期一般正味財産増減額 0 5,378,816     

一般正味財産期首残高 26,076,612 26,076,612     

一般正味財産期末残高 26,076,612 31,455,428     

Ⅱ 指定正味財産増減の部         

当期指定正味財産増減額 0 0     

指定正味財産期首残高 0 0     

指定正味財産期末残高 0 0     

Ⅲ 正味財産期末残高 26,076,612 31,455,428     
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第２号議案 令和３年度事業計画案及び収支予算案について 

 

事業計画 (案) 
 

１ 木材需要の動向 

(1)全国の木材需要 

〇菅総理大臣が、2020年 10月に「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実

現」を目指すと宣言したことで、農林水産省はもとより、国土交通省において

も、非住宅・中高層建築物（現状の木造率は 1割未満）の木造の普及拡大を支援

する政策が明確になった。 

〇新型コロナウイルス感染症拡大により、社会、経済活動が大きな影響を受ける中

でも、これまでの建築基準法の一連の改正や、国や県の施策により非住宅・中高

層建築物の木造・木質化や木質外構などの動きが加速されており、国産材利用拡

大には解決するべき課題もあるが、追い風が吹く状況になっている。 

ⅰ動向の背景として、2015年（H27）に国連が採択した「持続可能な開発目標

（SDGs）」は、今後の社会、企業活動の規範として定着しつつあり、持続可能

な循環型資源としての木材、地域型資源としての国産材の再評価につながって

いる。 

ⅱ「日本再興戦略 2016」（H28）は再生可能資源である森林資源を持続的に循環

利用し、森林の多面的機能を発揮させつつ、国産材の安定供給体制の構築と新

たな木材利用の創出を図り、「林業の成長産業化」を実現することが重要な課

題であるとした。国内森林の「伐って、使って、植えて、育てる」循環利用の

中で、木材利用拡大が林業の成長産業化に欠くべからざる要素であることへの

認識が定着。 

ⅲ2017年（H29）に、公共建築物等への木材利用の基本方針が変更され、可能な

限り木造化と木質化を図るとし、ＣＬＴの利用や低層の公共建築物は積極的に

木造化を促進するとされた。 

ⅳ2018年（H30）には、建築基準法が改正され、主なポイントの一つに木造建築

の推進が位置付けられた。木材を活用することで循環型社会の形成や国土の保

全、地域経済の活性化に貢献することを期待し、近年の技術開発も踏まえ、建

築物の木造・木質化に資するよう建築基準の合理化が求められているとした。

中層木造共同住宅など木造建築物の整備推進とともに、防火改修・建替え等の

促進が趣旨。 

ⅴ新設住宅着工数が減少する中で、新たな木材需要先として非住宅建築物の木造

化や木質化などが目標となり、この分野の建築の多くを占める鉄骨造に替わる

木造の設計提案ができる設計士の育成とともに、使用する木質部材の信頼性の

向上や供給体制の整備などが今後の課題。 

○2020年（R2）1月に中国で発生した新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に全国

に感染拡大し、緊急事態宣言の発令など経済活動にも大きな打撃となった。 

ⅰ住宅・建築業の不振から、林業・木材産業にも影響が出るものと危惧された

が、国・県の手厚い支援もあり、国内需要の落ち込みはそれほど大きくはなか

った。 
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ⅱこのところアメリカの建築需要が旺盛なことから、北米材の価格高騰や輸入の

減少、その影響で欧州材の輸入減少などが発生し、国産材への要請が高まって

いる。 

ⅲこの国産材への高まりを好機ととらえ、地域の木材産業の存在の評価ととも

に、再造林可能な資金を林業へ提供できるように国産材の価値を引き上げるこ

とが今後の課題となる。 

ⅳ現在、コロナ感染症は変異株の出現などで、依然として感染拡大は続いてお

り、我が国でのオリンピックの開催を控え、収束の見通しがつかない状況にあ

る。 

○拡大傾向となっている木材輸出や木質バイオマス利用への対応も課題。 

 

(2)本県の木材需要 

○本県では、人工林の蓄積は年々増加しており、毎年の成長量 987千 m3（H30・

1,008千 m3）は、県内の製材工場等の木材需要量 771千 m3（H30・742千 m3）を

上回り森林資源を利用する段階。 

素材生産量はヒノキ 223千 m3・全国第 4位（H30・全国 3位 200千 m3）、スギ

303千 m3・全国第 12位（H30・全国 14位 312千 m3）で全国有数。 

今後は、需要に合わせた原木の増産など地域資源の循環利用を図ることが課題。 

○コロナ感染拡大が続いているが、製材品の需要拡大を図るため、愛媛ブランド材

「媛ひのき」・「媛すぎ」、そしてＪＡＳ製品を核とし、集成材やＣＬＴを加え

て、信頼性の高い、多様な製品を供給して産地形成に努める。愛媛県の支援を受

けて全国の大消費地や海外での販路拡大に継続して取り組む。 

〇中大規模建築木造化への意識の高まりを着実な需要につなげるため、県や関係団

体と連携し、当協会が開発した「媛トラス」の普及冊子や木造化を検討する場合

の具体的な要件をまとめた「中大規模木造のチェックリスト」を配布し、県市町

や関係団体、設計士に対して、木造化を働きかける。また令和 3年度国補助事業

「ＪＡＳ構造材利用拡大事業」などを仲介し、木造化を支援する。 

○「愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例」（H30）、森林環境譲与税の施

行（R1）、前述のカーボンニュートラル宣言（R2）など、森林整備とともに資源

の循環利用を図ることで、地球環境を保全することの重要性がより一層評価され

ており、公共施設をはじめ建築物の木造・木質化を指向する傾向がさらに強まる

と予想される。木材業界には、幅広い品目のＪＡＳ認証の取得等に努めるととも

に鉄骨等の他の建築資材と同等の製品品質の信頼性や供給力のほか、木造・木質

化の設計・施工に対する支援体制の整備が求められる。 

○県産材製品の安定供給を進め、木材需要の拡大を図ることは、木材産業や建築・

流通業の振興と県内の森林資源の整備に寄与するとともに、政府のカーボンニュ

ートラルや国連の SDGsの目標達成に貢献する。 

このような情勢を踏まえ、令和 3年度事業は次の事項を重点的に推進する。 

 

２ 主要事業の推進計画 

(1)県産材の需要拡大 

○県は、愛媛ブランド材「媛ひのき」・「媛すぎ」の販路拡大を、森林・林業・木

材産業振興の旗印として、施策を進めている。 
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○当協会は、県の施策の支援を受け、愛媛県林材業振興会議及び愛媛県産材製品市

場開拓協議会に参画して、「えひめ暮らしと住まいフェア」、「えひめ・まつや

ま産業まつり」等に出展し、消費者に対する木造住宅や木材利用全般に関する意

識啓発を行うとともに大消費地や海外での販路の開拓などの事業を行う。 

○国内の住宅着工は、今後、減少傾向となることが予測されており、木材の需要を

確保するためには、これまでの居住用住宅に加えて非住宅・中高層建築物の木造

化・木質化が一つの解決策であり、林野庁予算等を活用し、愛媛県建築士会等と

連携して、普及冊子などを活用し、木造化の提案など、普及・ＰＲを行う。 

○県産材の新たな販路として、中国、韓国、台湾、ベトナム、北米への輸出を進め

てきたが、さらに営業活動を行い、輸出に適した製品の検討、海外の展示会への

出展など、県産材のアピールと市場調査、県内外商社と連携した取組みを継続す

る。 

 

(2)公共施設等木造化の対応 

○公共建築物等木材利用促進法に基づく市町村方針は、愛媛県では、20市町

（100%）で作成され、公共施設の木造化や木質化への指向が高まっている。 

○国や県の各種施策とともに平成 30年度に施行された県条例は、新しい素材のＣＬ

Ｔを含めて、公共施設等への木材利用を積極的に取り組むよう進めているので、

県市町等への働きかけを行いたい。 

 

(3)合法木材、森林認証材の普及啓発等 

○世界的に合法性・持続可能性を証明した木材・木製品の使用への関心は広まって

おり、合法木材供給事業者の認定を推進し、イベント等を通じて普及啓発を行う

とともに、クリーンウッド法についても周知を図る。 

○森林認証材の制度の普及とともに認証材原木や製品の生産と加工・流通に対する

協力を県や関係団体と連携して進めたい。 

○CoC認証取得会員の審査等の支援事業は今年度も継続するが、認証取得会員の負

担軽減に向けた対策に取り組む。 

 

(4)ＪＡＳ材の普及促進 

○建築物等に使用される木材については、特に中大規模建築において、品質・性能の

明確なＪＡＳ製品の供給に対する要請が高まっており、多様な製品のＪＡＳ認証取

得を進める。当面は協会が行うＪＡＳ同等材の格付検査も併用し、ＪＡＳ製品供給

を補完する。 

○令和 3年 3 月末現在の認定工場は、Ａタイプ 1工場、Ｂタイプ 17 工場。令和 3年

度は、認証品目の追加を１工場が計画している。 

 

(5)新たな製品開発・ＣＬＴに関する取り組み 

○国は新しい成長戦略で、ＣＬＴの普及の加速化や生産体制構築の方針を示し、平

成 28年には建築基準法を改正し、ＣＬＴの基準強度等を制定。本県では、平成

26年に「愛媛県ＣＬＴ普及協議会」を設立し、ＣＬＴの普及とともに施設整備等

を支援し、平成 30 年 3月に西条市に国内屈指の施設が竣工。 
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○今年度は県委託事業により、実務者を対象にして、改正建築物省エネ法（「建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」R3.4.1施

行）に関する演習セミナーの開催とともにコスト削減を目的としたボックス型建

築物の設計検討会を開催するほか、ＣＬＴを使った建築物を設計施工する会社等

への技術相談等の支援を行う。 

 

(6)令和 3年度林野庁予算「ＪＡＳ構造材利用拡大事業」（国補）等の推進 

○普及啓発活動 

ⅰ当事業では、昨年度作成した「媛トラス」の普及ＰＲ冊子と「中大規模建築の

木造化チェックリスト」を、県市町・愛媛県建築士会等へ配布・ＰＲし、木造

化を働きかける。 

ⅱ県産材の普及・ＰＲを図るため、公共施設や公共交通ポイントなど波及効果の

高い場所に展示物を設置する。 

○個別実証事業・外構部の木質化対策支援事業（全国木材組合連合会等が事業主

体） 

ⅰ機械等級区分構造用製材やＣＬＴなどのＪＡＳ材の使用と外構部の木質化の支

援事業を仲介する。 

 

(7)地域材利用木造住宅利子補給制度等による木造住宅の建築推進 

○地域材利用木造住宅の利子補給制度における住宅確認検査を実施する。 

〇愛媛県林材業振興会議と連携して、「えひめ材の家づくり促進支援事業」に取り

組み、両事業を通じて、木造住宅の建設促進と地域材・県産材の利用促進を図

る。 

 

(8)木材産業担い手外国人導入促進事業の実施 

○木材産業への外国人技能実習生の導入を支援する県事業は令和元年度創設され、

今年度も継続されるので、木材協会が事業主体となり、会員が外国人技能実習生

を雇用する場合、要望を取りまとめ渡航経費等の一部を支援する。 

 

(9)労働安全衛生の確保と推進 

○林災防愛媛県支部と連携して、各種の研修会を実施し、ゼロ災害運動の意識高揚

を図るとともに、労働安全衛生に関して、各職場における機械設備の自主点検の

励行や「リスクアセスメント」の取組みを周知実践し、災害防止に努める。 

 

(10)林業新規就業者等の労働安全指導、労働災害防止の実施 

○全国森林組合連合会から受託して実施する「緑の雇用事業」において、研修生を

受け入れる林業事業体に対し、安全指導員による研修を行うほか、現地での安全

指導及び研修生の安全作業の習得状況を確認して、安全確保と安全作業の定着を

図り労働災害の防止に努める。 

〇全国素材生産業協同組合から受託して、労働安全衛生コンサルタントの林業事業

体への安全診断等を実施する。 

 

(11)林業改善資金等の融資・助成制度 
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○令和 2年度から、林業改善資金は制度が改正され、当協会が窓口となる貸付けで

はなく、民間金融機関からの転貸貸付けに変更された。これまでの貸付金の償還

については、当協会での取り扱いを継続。 

 

(12)第 55回全国木材産業振興大会 

○第 55回大会は、令和 3年 10月 14日（木）に北海道札幌市において開催 

 

(13)協会独自の各種研修会の実施 

○会員相互の連携強化や資質向上、各種情報の提供を目的として、当協会が独自に

研修を開催するとともに、機関誌の発行を行う。 

・研修会  コロナ感染の状況を見て、開催を検討 

・機関誌の発行 愛媛県木材協会だより no.6 

 

(14)事務受託事業 

○愛媛県木材製材協同組合、林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部、愛媛

県ＣＬＴ普及協議会及び愛媛県林材業振興会議から事務を受託する。
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正味財産増減計算書 

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで 

（単位:円） 

科        目 R2年度末 予算額 差引 摘要 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

  １．経常増減の部         

    (1) 経常収益         

事業収益 5,589,925 4,550,000 △ 1,039,925   

検査事業収益 5,337,200 4,000,000 △ 1,337,200 
柱材ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ・公共事業 

JAS同等材格付検査 

認定事業収益 252,725 350,000 97,275 合法木材認定事業更新 

事務手数料収益 0 200,000 200,000 外国人導入促進事業手数料 

受取補助金等 3,500,400 1,400,000 △ 2,100,400   

県受託事業収益 1,395,300 1,400,000 4,700 地域材利用木造住宅確認検査 

〃（8月補正予算事業） 2,105,100 0 △ 2,105,100  

受託事業 18,387,758 18,050,000 △ 337,758   

全木検受託事業収益 3,463,141 4,000,000 536,859 
JAS認定工場 1種 2 種検査 

監査・新規認定手数料 

全森連受託事業収益 3,243,245 3,000,000 △ 243,245 緑の雇用安全指導 

林材業受託事業収益 2,276,000 2,000,000 △ 276,000 
柱材ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ事業検査手数料 

木の相談室 

木製協受託事業収益 50,000 50,000 0 事務委託費（人件費） 

林災防受託事業収益 7,760,000 7,000,000 △ 760,000 
事務委託費 \5,800,000 

ﾊﾟｿｺﾝ賃貸料￥100,000×12 ｹ月 

愛媛県 CLT受託事業収益 1,595,372 1,500,000 △ 95,372 事務委託費 

森林認証事業収益 0 500,000 500,000 審査手数料 

国助成金事業 12,330,000 12,000,000 △ 330,000 (R2年度補正予算等） 

会費収入 5,880,000 5,740,000 △ 140,000   

受取会費 5,680,000 5,640,000 △ 40,000 141件分 

 

新規入会 1 件 受取入会金 200,000 100,000 △ 100,000 

雑収益 155,032 11,000 △ 144,032   

受取利息 557 1,000 443   

雑収入 154,475 10,000 △ 144,475   

        経常収益計 45,843,115 41,751,000 △ 4,092,115 次頁へ続く 
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正味財産増減計算書 

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで 

      （単位:円） 

科        目 R2年度末 予算額     

    (2) 経常費用         

事業費 5,116,721 4,440,000 △ 676,721   

検査事業費 102,120 100,000 △ 2,120 検査旅費他 

認定事業費 0 20,000 20,000 普及啓発旅費 

木造住宅 PR事業費 160,500 150,000 △ 10,500 ﾎﾟｽﾀｰ・新聞広告など 

県産材市場開拓協議会費 10,000 20,000 10,000 旅費・会議費など 

県受託事業費 174,527 150,000 △ 24,527 検査旅費 

県受託事業費（8 月補正予算） 53,690 0 △ 53,690   

全木検受託事業費 112,590 100,000 △ 12,590 検査旅費・検査員研修他 

全森連受託事業費 1,678,696 1,400,000 △ 278,696 安全指導員旅費・謝金 

林材業振興会議費 2,824,598 2,500,000 △ 324,598 事業分担金 

森林認証事業費 0 10,000 10,000 現地審査旅費 

国助成金事業 7,092,710 7,400,000 307,290 （R2 年度補正予算等） 

管理費 30,254,868 29,911,000 △ 343,868   

役職員給与 18,044,310 18,000,000 △ 44,310   

福利厚生費 3,408,382 3,400,000 △8,382   

会議費 243,980 400,000 156,020 総会・理事会 2回・執行役員会 2回 

旅費交通費 293,920 400,000 106,080 全木連他会議出席 

通信運搬費 279,237 400,000 120,763 電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾒｰﾙ便・切手代他 

減価償却費 1,526,926 1,177,000 △ 349,926 内装工事・車・国助成金事業展示品 

団体負担金 1,001,500 1,000,000 △ 1,500 全木連他各種団体会費 

消耗品費 371,868 400,000 28,132 ｺﾋﾟｰ機消耗品・文具 

燃料費 112,295 120,000 7,705 ｶﾞｿﾘﾝ代 

賃借料 2,426,712 2,500,000 73,288 家賃・ｺﾋﾟｰ機・PC ﾘｰｽ料 

修繕費 80,450 50,000 △ 30,450   

交際費 76,320 50,000 △ 26,320 会員慶弔費・災害見舞 

租税公課 1,401,733 1,000,000 △ 401,733 収入印紙・預金利息・消費税等 

支払保険料 161,600 150,000 △ 11,600 車両保険・空港設備 PL 保険 

雑費 110,027 132,600 22,573 車点検ﾊﾟｯｸ・新聞代等 

支払手数料 634,208 650,000 15,792 税理士・振込手数料等 

法人税等 81,400 81,400 0   

        経常費用計 42,464,299 41,751,000 △ 713,299   
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正味財産増減計算書 

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで 

      （単位:円） 

科        目 R2年度末 予算額     

評価損益等調整前 

当期経常増減額 
5,378,816 0 △ 5,378,816   

評価損益等計 0 0 0   

当期経常増減額 5,378,816 0     

  ２．経常外増減の部         

    (1) 経常外収益       臨時的に発生した

収益や過年度修正

益         経常外収益計 0 0   

    (2) 経常外費用       臨時的に発生した

費用や過年度修正

損         経常外費用計 0 0   

当期経常外増減額 0 0     

当期一般正味財産増減額 5,378,816 5,378,816   毎年度の事業活動

から経常的に発生

する収益と費用の

差額 

一般正味財産期首残高 26,076,612 31,455,428   

一般正味財産期末残高 31,455,428 36,834,244   

Ⅱ 指定正味財産増減の部 寄付などで受け入

れた資産で使い方

などに制約がある

資産 

当期指定正味財産 

増減額 
0 0   

指定正味財産期首残高 0 0   

指定正味財産期末残高 0 0   

Ⅲ 正味財産期末残高 31,455,428 36,834,244     
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第３号議案 令和 3年度会費の徴収について 
 

定款第７条（経費の負担）に基づき、令和 3年度の会費は一般・理事ともに会

員１人当たり 40,000 円を、支部ごとに取りまとめ、6月末日までに支部長が納

入する。 

 

 

 

 

 

第４号議案 役員の報酬について 
 

定款第 30条（役員の報酬等）に基づき、令和 3年度の専務理事の報酬を月額

220,000円とする。 

 

 

 

 

 

第５号議案 役員の改選について 

 

 

 

 

 

その他 
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愛媛県木材協会公共事業対策委員会 

 

1. 目的 

県及び市町における、公共施設木造化の推進等による県産材利活用に対応し、優

良製材品を、迅速に、いつでも、どこでも、提供できる体制を協会会員で確立し県

産材利用拡大と、会員の経営の安定を図る。 

 

2. 組織体制 

この会は、本会正副会長、専務、及び支部長をもって構成する。 

また、各支部には、公共事業対策班を設置する。委員会の委員長は本会会長が、

班長は支部長が担当し、班員は支部会員で構成する。 

 

3. 経費等 

対策委員会に要する経費等については県木協が、対策班に要する経費は支部で負

担する。 

 

4. 期日 

この会は、平成17年6月1日発足する。 

 


